
【球磨工業高校 校則見直しの手順】 

 

６月   生徒総会（現行の校則の確認、校則見直しの手順について説明） 

１０月   校則見直しアンケートの実施（全職員・全校生徒対象） 

１１月   代議員による校則見直し検討会議（校則見直しの是非と案の作成） 

 代議員と職員代表者による検討会議（方針の決定） 

２月   保護者代表（育友会役員）、全職員への周知 

３月   全校集会（全校生徒への周知） 

 


